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平成 27 年度ＢＰプロジェクト（いじめ防止支援プロジェクト）実施要項 

 

 

平成 27 年 3 月 30 日 

                                       

１．趣 旨 

 深刻の度を増すいじめ問題の克服のため，国は，平成 25 年 9 月 28 日から新たに「いじ

め防止対策推進法」を施行し，学校，教育委員会等の学校関係者に一層の努力を促してい

るが，社会全体としても，今までにない学校関係者への支援を行うことが求められている。 

そのような中，教育大学は，いじめ問題に適切に対応できる教員を送り出すだけでなく，

その専門的な知見を生かして，これまでより一歩進んだ支援を行うことが，その社会的使

命であると考える。 

 これまでも個々の大学教員レベルでは，教育委員会等からの要請に応じて，会議の委員

や個別ケースのアドバイスなどが行われていた。しかし，今後は大学として，より組織的

に，さらには学内外のネットワークを駆使して支援していく必要が高まってきている。 

 そこで，いじめ問題に関して特色ある取組を行っている 4大学（宮城教育大学，上越教

育大学，鳴門教育大学及び福岡教育大学）が，協働参加型のプロジェクトである「ＢＰプ

ロジェクト（いじめ防止支援プロジェクト）」を立ち上げ，関係機関・組織の協力を得て，

教育委員会や学校の教育力向上のための，各種支援事業，教育研究事業，研修事業等を実

施することとした。 

 なお，本事業は，いじめ防止対策推進法第 3条及び第 18 条の趣旨に合致するものであり，

平成 27 年度文部科学省特別経費（プロジェクト分）の新規事業として認められ，実施する

プロジェクトである。 

 この取組が，全国に広がり，いじめ問題の改善の一助になればと願うものである。 

 

 ※BP（Bullying Prevention：いじめ防止） 

 

２．構成大学 

宮城教育大学 

上越教育大学 

鳴門教育大学（世話機関 事務局：いじめ防止支援機構（BP-CORE）） 

福岡教育大学 

 

３．協力団体 

 国立教育政策研究所 

 日本生徒指導学会 
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４．事 業 

 プロジェクトは，個々の大学の特色を生かし，次のような事業を連携・協力して行う。

なお，平成 28 年度以降に行う事業も含む。 
 

（１）支援事業 

  ① 教育委員会のいじめ防止対策支援（法に基づいた教育委員会会議への参画等）） 

  ② 教育委員会の研修支援（講師の派遣，研修内容のアドバイス等） 

  ③ 学校へのいじめ予防に関する教育支援（予防に効果的な授業等の紹介） 

  ④ 重大事態など個別ケース相談支援 

  ⑤ 子供の自己信頼心や社会性向上教育支援（いじめの背景にある現代的な子供の特

性に対応した効果的な教育の紹介） 

（２）教育・研究事業 

  ① いじめ問題に強い教員養成システム開発（大学・大学院の授業改善） 

  ② いじめ関係研修プログラム開発（教育委員会等が行う効果的な教員研修プログラ

ムのコンテンツを収集し，提供する） 

  ③ いじめ予防・対処・研修関連情報を Web で全国に発信（学校が行う効果的な予防

的教育の事例，事件が発生した際の教育や対処の事例等を収集し，Web 等で広く提供

する） 

  ④ シンポジウムの開催（教育研究の成果は，下記(3)の研修内容も含め，シンポジウ

ムを年 1回開催し共有する。） 

（３）研修事業 

  ① 教育委員会研修担当者・教員等への研修（いじめ問題関係の教育委員会研修担当

者や学校教員等を対象とした研修会）を年 1回，全国 4か所（宮城，新潟，徳島，

福岡を予定）で開催。 

 

５．実施組織 

 本プロジェクトの実施に当たっては，次の会議を開催する。会議には協力団体に同席を

依頼することがある。 
 

（１）学長会議 

  ・本事業の実施要項等，重要事項について決定，合意等を行う。 

（２）代表者会議 

  ・本事業の実施計画の立案を行う。 

・本事業の費用配分について協議を行い決定する。 

各大学の担当理事，局長，部課長及びセンター長等 

議長：鳴門教育大学担当理事（いじめ防止支援機構長） 

（３）協議会 

  ・本事業の個別事業について企画・立案及び実施を行う。 

  ・必要に応じて専門部会を置くことができる。 

各大学の企画担当代表教職員 2～3名 

議長：開催大学 
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６．スケジュール（案） 

（１）平成 26 年度 

  ２月 実施に向けての具体的な準備のための打合せ 

  ３月 実施に向けての具体的な準備のための打合せ 

（２）平成 27 年度 

  ４月 プロジェクト発足 第１回学長会議・代表者会議・協議会 

  （夏まで）１～２回の協議会 

  夏～秋 各４地区で教育委員会研修担当者・教員等を対象とした研修会を実施 

  研修会に合わせて適宜，協議会を開催 

  年度末 シンポジウムを開催（東京） 

 

７．予 算（案） 

（１）平成２６年度予算については，各大学の年度予算で対応。 

（２）平成２７年度予算については，特別運営費交付金（特別経費「プロジェクト分」）

の予算額を踏まえ各大学で調整後，決定する。 

 

８．事 務 

 本事業の主たる事務は，鳴門教育大学いじめ防止支援機構（BP-CORE）が行う。 

なお，各地区で行われる研修会等の事務については，各大学が持ち回りで行う。 

 

 参考 
○いじめ防止対策推進法（抄） 
（基本理念） 
第３条 いじめの防止等のための対策は，いじめが全ての児童等に関係する問題である
ことに鑑み，児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう，学校    
の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければな
らない。 

２ いじめの防止等のための対策は，全ての児童等がいじめを行わず，及び他の児童等
に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため，
いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深
めることを旨として行われなければならない。 

３ いじめの防止等のための対策は，いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護する
ことが特に重要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭
その他の関係者の連携の下，いじめの問題を克服することを目指して行われなければ
ならない。 

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上） 
第 18 条 国及び地方公共団体は，いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援，
いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防
止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう，教員の養成及び研修の  
充実を通じた教員の資質の向上，生徒指導に係る体制等の充実のための教諭，養護教
諭その他の教員の配置，心理，福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめ
の防止を含む教育相談に応じるものの確保，いじめへの対処に関し助言を行うために
学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。 

２ 学校の設置者及びその設置する学校は，当該学校の教職員に対し，いじめの防止等
のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質
の向上に必要な措置を計画的に行わなければならない。 
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